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期限表示には、
「消費期限」と「賞味期限」があります。

しょうみしょうひ
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・食品の特性に応じ、安全性、品質の商品価値限界の約８
割の日数で期限設定を行います。

・細菌汚染状態や品質のロットによる違いを把握しておく
ために、初発検査、保存検査を定期的に行うことが重要
です。

・賞味期限の設定には、製造工程管理と検証が必要です。
衛生管理、温度管理が一定に保たれた状態で製造された
ものを検査することで安全性の検証が可能となります。
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どのくらい日持ちしますか?

おおむね5日
5日以上
日持ちしない

消費期限

5日以上
日持ちする

賞味期限

日持ちするかどうかは、加熱処理の有無、保存方法、包装形態な
どによっても大きく影響されます。

製造者 検査センター

食品の初発検査
(細菌数など確認)

食品(製品) 製造当日

商品価値限界日

食品(製品) 食品(製品)

同一条件で保存

食品の保存検査
(細菌数など変化を確認)

外観・風味・味など
(出来映えの確認)

外観・風味・味など
(保存後の状態確認)

①
①

②

③ ③

①お客様と検査センターで、チェックリストを参考に検査で確認。
②保存可能な期間まで一定の状態で保存。
③保存後の状態を、検査で確認。 3
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食品の名称 食品の製造方法・特性・保存方法が異なる食品毎にチェックしましょう。

※1 120℃以下では、耐熱性の菌が残っている可能性があります。
時間の経過で腐敗を起こす可能性があります。120℃以上では、ほぼ
無菌と思われますがその後の取扱いに注意が必要です。
未加熱品には、細菌が付着していると考えられます。包装、保存温

度により期限が変動します。
※2 加熱工程で殺菌ができていても、その後の工程で細菌汚染が生じる

可能性があります。
※3 冷却に時間がかかると、冷却中に生残していた細菌の増殖が起こる

ことがあります。
※4 乾燥品は、通常、日持ちしますが、検査により細菌汚染状況を把握

しておくことをお勧めします。
※5 手作業の包装では、細菌汚染が生じる可能性があります。
※6 包装形態により、生残した細菌が増殖することがあります。これは、

製品の保存温度とも深く関係しています。
※7 常温、冷蔵、冷凍の順に細菌の増殖は抑えられますが、その製品に

適した温度帯があるため、殺菌工程も考慮する必要があります。
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期限表示設定のためのチェックリスト



お問い合わせは、各保健所の食品衛生協会
又は、食品衛生協会検査センターへ
TEL:048-649-5331 FAX:048-647-3360


